
１　総括

 (1) 人件費の状況（一般会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（一般会計決算） （単位：人、千円）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は平成２１年４月１日現在の人数である。

(３) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

    （注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の
　　　　　　給与水準を示す指数である。
　　　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を
　　　　　　単純平均したものである。
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木城町職員の給与等の公表
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給　 料
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一人当たり給与費

　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

5,621

　町民のみなさんに職員等の給与を広く知っていただくため、給与等の公表を行っています。
　今回公表するのは、平成22年4月1日現在の職員等の給与等の状況です。
　町職員の給与は、国、他の地方公共団体の職員及び民間企業の従事者の給与等を考慮し
て、町議会の議決を経て条例で定めています。また、町長、議員等の特別職の報酬は、町内の
各種団体の代表や学識経験者で構成される特別職報酬等審議会の意見を聞いて、町議会の
議決を経て定めています。
　なお、公表する給与額などは、税金や保険料などを差し引く前のもので、手取り額ではありま
せん。
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２　一般行政職給与表の状況（２２年４月１日現在）

（注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２２年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円

円

歳 円 円

歳 円

円

　　　　②技能労務職

歳 円 円

円

歳 円 円

歳 円 円

円

歳 円

（注）１　「平均給料月額」とは、２２年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均で
 　　　　 ある。                                                                          
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時　　　　　 

(2) 職員の初任給の状況（２２年４月１日現在）

円 円

円 円

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２２年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

６級３級 ４級

222,900

５級

135,600

41.9
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289,200

403,000

320,600

425,100

平　均　年　齢

国

―

309,300

327,000

―

280,900

―

経 験 年 数 ２ ０ 年経 験 年 数 １ ５ 年

298,900大　学　卒

高　校　卒

140,100

木城町

177,300大　学　卒

高　校　卒

技能労務職

一般行政職

高　校　卒

－　　　

264,400

220,200

区　　　         分

一般行政職
148,500

経 験 年 数 １ ０ 年

　　　　　　区　　分

国

161,600

２年後の給料

民間事業者平均

間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものである。

類似団体

43.6

木城町

初任給

団 体

平均給料月額

39.8
木城町

１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

１級 ２級

243,700

185,800

309,400

類 似

区分

324,568 366,042

平均年齢 平均給料月額

( 単位：円 )

261,900

356,600

平均給与月額

339,916303,300

平均給与月額

区　　　分

325,579 395,666

中　学　卒

木城町は技能労務職はいません

2



３　一般行政職の級別職員数等の状況
　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（２２年４月１日現在）

（注）１　木城町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

※５年前は、級の統合があったものとして表示した。
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構成比
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４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

千円　

（2１年度支給割合） （2１年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

2.75 月分 1.40 月分 2.75 月分 1.40 月分

（1.5） 月分 （0.70） 月分 （1.5） 月分 （0.70） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(2) 退職手当（２２年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 定年前早期退職は特例措置有

１人当たり平均支給額　　　　 千円 （2％～20％加算）

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額である。

 (3) 特殊勤務手当（２２年４月１日現在） 本町は、支給していない。

千円

　円

　％

 (4) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

木城町

左記職員に対する支給単価

27.30

1,381

59.28 59.28 59.28 59.28

支給実績（2１年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（2１年度決算）

33.50 41.34

国

47.50

23.50 30.55

59.28

16,974

249

165

支給実績（２０年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算）

木城町

支給職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算）

21.00

手当の種類（手当数）

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

47.50 59.28

33.75

支給実績（２１年度決算）

１人当たり平均支給額（２１年度）

国

－

職員全体に占める手当支給職員の割合（２１年度）

42.12

主な支給対象職員 主な支給対象業務手当の名称

11,088

木城町は特殊勤務手当はありません
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(5) その他の手当（２２年４月１日現在）

円

円

円

円

５　特別職の報酬等の状況（２２年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

232,804

との異同手　当　名

千円4,052

千円

（21年度決算）
国の制度と
異なる内容

千円

千円同

6,210

9,545

1,470通勤手当

管理職手当

同

同

異

月額12,000円以上の家賃
に対し支給

片道2キロ以上に支給

課長級に対して支給

住居手当 270,000

（21年度決算）

支給職員１人当たり支給実績

扶養手当
配偶者に対し月額13,000
円支給

内容及び支給単価 平均支給年額
国の制度

退職時(任期毎)給料月額に在職月数と調整率を乗じる

調整率は町長(41.7/100）、副町長
(24.8/100）

期
末
手
当

303,000

副 議 長

退
職
手
当

議 長

議 員

議 長

報
酬

副 町 長

町 長

副 町 長

3.10

　　（２０年度支給割合）

副 議 長

町 長 　　（２１年度支給割合）

議 員

220,000

168,100

3.10

135,800

285,000

364,000

263,000

225,000

211,000

704,000

562,000副 町 長

町 長
給
料

区　　　分 給 料 月 額 等

58,800

364,400

（参考）類似団体における最高／最低額

365,000

　（支給時期）

364,500820,000

　　（算定方式）

673,000
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６　職員数の状況

　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

(2) 年齢別職員構成の状況（２２年４月１日現在）

　

職員数
人 人 人
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人人 人
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人 人 人 人
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～
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～ ～
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～

20歳 20歳 36歳

～

27歳

24歳 28歳

～

その他 8

区　分

32歳

～

23歳 31歳

～

未満

[９８］

69
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　業計
　等部
　　 門

上下水道 5

小　計 13

合　　計
91

一般行政 54

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

9 9

15 15

特
別
行
政
部
門

福祉関係

一
般
行
政
部
門 類似団体の職員数　632

類似団体の職員数  14

5

0

主な増減理由
職員数 対前年

増減数平成２２年 平成２１年

52

小　計 67

小　計 9

教育

35歳

2

39歳

0

[９８］ [ 0 ］

89

13

～ ～

人

9

8

91

計

60歳

0

5

10

15

20

25

構成比
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(3) 職員数の推移

( ％)

( ％)

( ％)

( ％)

( ％)

( ％)

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

１７年 １８年 １９年 ２０年 ２２年 過去５年間の増減数（率）

（ 単 位 ： 人 ・ ％ ）

２１年
年度

部門別

一般行政

教育

12 12

91 89 93 89

公営企業等会計計

総合計

12 12

消防

普通会計計 79 77

70 68 72 68

81 77

9 9 9 9

67 69

9 9

1.4

-1

1

-1.4

89 91

13 13

76 78
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